
みんなで創る地域の支え愛 

認定NPO法人 横浜移動サービス協議会 副理事長 山野上 啓子 
http://yokohama-ido.jp 045-212-2863 ✉info@yokohama-ido.jp 

2022年2月17日 地域支援事業 担い手養成研修 シンポジウム  

参考になる資料国土交通省ホームページですので、ご活用ください 
 
〇『交通』と『福祉』が重なる現場の方々へ 
 ～高齢者の移動手段を確保するための制度・事業  
 モデルパンフレット 

https://www.mlit.go.jp/common/001371546.pdf 
 
〇地域交通の把握に関するマニュアル 

https://www.mlit.go.jp/common/001380854.pdf 
 
〇自家用有償旅客運送ハンドブック 

https://www.mlit.go.jp/common/001374819.pdf 
 
〇自家用有償旅客運送の相談窓口 
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001404886.pdf 
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移動サービス時系列活動経緯 

西暦 全国的な動き・施策等 横浜での移動サービス 

１９７２ 東京都町田市でリフト付バス「やまゆり号」の運行
開始 

１９７５ 「新宿福祉の家」が自動車メーカーに呼びかけ福
祉車両を開発。 

タクシーの不足、移動困難者に対する運転手のサ

ービスの悪さから、移動困難な障がい者のニーズ
に応えて、自主運行が始まる。 

NHK厚生文化事業団が福祉車両を全国に寄贈 

１９７７ 日本テレビチャリティー番組「愛は地球を救う」で福
祉車両の寄贈開始         

日本財団（（財）日本船舶振興会）が福祉車両寄贈
を開始 

１９９２ 自家用車を使った送迎活動が始まる 

１９９４ 特定非営利活動促進法（NPO法）施行 

バブル終盤 

地域での相互扶助「ふれあい活動」が始まる 

１９９５ 市内各区の社会福祉協議会でも徐々に取り組み始
め、平成７年から８年頃にかけて送迎サービスとして
広がった。 

区ごとに仕組みは異なっており、試行錯誤が続く。 



移動サービス時系列活動経緯 

西暦 社会的な動き・施策等 横浜移動サービス協議会の活動 

１９９８ ・移動サービス市民活動の全国的な連携が始
まる（現NPO法人全国移動サービスネットワー
ク） 

２０００ ・介護保険制度施行 

・保険適用型の介護タクシー開始 

・介護保険制度開始にあわせ、横浜市の一般
行政サービスとして、外出支援サービス開始 

・横浜移動サービス協議会を発足 
移動支援に関わる団体が連携し、共通の課題解決の為
に当事者参加型のネッワークを目指す。 

２００２ 構造改革特区により、道路運送法80条の規制
改革として、世田谷区、大和市が申請 

・横浜移動サービス協議会自主ガイドライン作成  

・特区参加について、横浜市福祉局企画課と協議会会員
との協議の場を持つ：現活動が規制される可能性があり
、見送りの意見多数 

・国土交通省へ「構造改革特区道路運送法８０条特例措
置に対する変更要請」を横浜市福祉局と当協議会と合同
で提出。 

・全国社会福祉協議会「インフォーマルサービス協同研究
モデル事業」を当協議会が受託して「よこはま横浜移動サ

ービスセンタ-」を開設   
２００３ ・旧道路運送法第80条第1項の適用(ガイドライ

ン)による移動サービス提供の構造改革特区実
施 

・介護保険のサービスに通院等のための乗降
介助設定 

・都筑区移動支援システムモデル事業「コールセンター運

営及びボランティア研修」を受託 

横浜市協働提案モデル事業のベースとなる。 

協力：福祉局企画課、横浜市社協、区社協、
浜身連、移動サービス団体 



移動サービス時系列活動経緯 
２００４ 旧道路運送法第80条第1項の適用(ガイドライン)の全国

展開「自家用自動車による有償旅客運送創設 

※有償運送にかかる国のガイドラインにより、許可申請
し、白タクから法の下での有償移動サービスとなった 

・横浜市福祉有償移動サービス運営協議会（以下「横浜

市運協」と記載）準備始まる。 

・当協議会で、’０４、’０５横浜市ふれあい助成金コ
ーディネーター費助成を受ける。 

・ＮＰＯ法人申請：法人申請や許可の取得が難しい
小さな団体が、協議会傘下での活動継続を目ざす。 

 ※ガソリン代程度のごく少額の利用料のやりとりに

より活動していた地域団体のなかには、活動をやめ
るところも出てくるなど、さまざまな影響が出ている 

２００５ ・横浜市運協にて、80条許可団体が承認され 

16団体が許可申請 

・当協議会80条許可を取得 

・自主研修が横浜市運協にて承認   
２００６ ・横浜市運協にて、80条許可団体が承認され 

４７団体が許可申請 

・道路運送法改定：福祉有償運送79条登録制定 

・横浜市協働事業モデル事業 

     「おでかけサポート事業」実施（２年間）                             

・横浜市市民活動共同オフィスに入居（３年間） 

２００７ ・横浜市運協にて、 
80条許可58団体が順次79条登録に更新開始。 

・横浜市福祉タクシー券がNPOで使用可能になる 
・横浜市障害者ガイドボランティア事業：通学通所拡大 

・当協議会自主研修が、国交省の認定を受ける 
・当協議会がタクシー券換金業務受託 

・横浜市障害者ガイドボランティア事業参入 

・送迎に関わる多様な利用者相談 

・中間支援組織としての団体支援 
・行政、NPO,タクシー事業者間の連携づくり 

・事務スペースの拡大 
・合同の広報効果大 
・事務局員の増加 
・会員団体の交流の活性化 
・他団体との連携 

・社会的信頼度の向上 



道路運送法改正後の現状 

・H19.10 道路運送法改定 

  規制緩和によりNPOの福祉移動サービスを運送業として拡大 

・その効用 

  介護保険事業所における、通院等乗降介助が正当化 

  市民活動が白タク呼ばわりから、お日様の元の活動に！ 

・現状の課題 

  登録手続きの煩雑さ、報告等の負担増加 

     ※利用者の状況に応じた料金設定が不可 

     ※事務処理者、運行管理者常駐の必要性（対面点呼義務づけ）など 

  介護保険事業所が赤字になるため通院等乗降介助の縮小 

     ※通院乗降介助１００単位と許可取得負担額とのギャップ 

  障がい児の通学支援の欠乏 

       ※実車距離は短いが、時間が不安定で前後の待機時間が長い 

    ※潜在需要は高いと思われるが、子どもの送迎は保護者の義務と考える 

      傾向があり要望が浮上しにくい 

  地域包括支援サービスによる地域活動の活性化：食事会・サロンの送迎問題 



よこはまお出かけサポート事業 
     H18.19年度横浜市協働提案モデル事業 
                                        横浜市健康福祉局高齢在宅支援課 
                             (特非)横浜移動サービス協議会 

鉄道・バス 

介護タクシー 

NPO 福祉車両 

一般タクシー 

NPO自家用車 

一般タクシー 

高齢者 

社会福祉協議会 

身体障がい者 

福祉移動サービス 
 

 

介護保険・支援費事業所 

介護タクシー 

知的障がい者 

地域ケアプラザ 

内部疾患患者 

鉄道・バス 

保健福祉センター 

 

 

お出かけ 

相談室 

働く 

生きる 

楽しむ 

自力歩行 

杖歩行 

付き添い介助 

見守り 

車椅子利用者 

虚弱・重度・交通事情 

移動支援 

   利用者     

相談対応    

支援者 

公共交通機関の
付添支援 

すべての市民が 

  輝いて生きるための 

  ネットワークづくり 






















